
免除申請希望者は下記の要領により申請してください。 
※下記は，大学独自の授業料免除制度（「高等教育の修学支援新制度」導入に伴う経

過措置対象者の免除も含む。）の申請日程です。2020 年度～2021 年度入学の学

部学生は，「高等教育の修学支援新制度」 による手続きを行ってください。（ただし，

2020 年度～2021 年度入学の学部学生のうち，【激甚災害による被災者】又は【新

型コロナウイルス感染症の影響による家計急変者】については，新制度において満

額支援以外の場合のみ，本制度にも申請可能です。） 

１ 経済的理由により授業料の納入が困難であり，かつ学業優秀と認められる者 
２ ２０２０年１０月以降に，学生の学資を主として負担している者が死亡したため，又は学

生もしくは 学資負担者が風水害等の災害を受けたため，授業料の納入が著しく困難である

と認められる者 
３ 「令和２年７月豪雨」や「平成３０年度７月豪雨」等の激甚災害により被災した者  
４ 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の者 

URL=http://www.okayama-u.ac.jp/tp/life/seikatu_a1.html 
（岡山大学 HP トップページ → 教育・学生生活・就職 → 授業料･学費支援･保険の「入学料･授業料免除」） 

※ 窓口での配布は行いません。 

 

受付期間 ９/２（木）～ ９／１０（金）  ※ 土日祝を除く 

受付時間 ８：３０～１７：１５  ※ 最終日(9/1０)は １６：３０まで 

受付場所 法・経済学部教務担当 

備  考 

■事前受付期間 ８月３日(火) ～ ８月２７日(金)   
随時受付します。前後半期一括申請の方は，できるだけ，この期間内に追加書類を提出し

てください。 
【土･日曜日・祝日 及び夏季一斉休業期間（8/12～8/16）は受付けしません。】 
 

■上記の受付時間にどうしても来学できない状況で、１７：１５以降の受付を希望する場合

は３日以上前に電話相談（０８６－２５１－７３７１）してください。 

２０２１年度 前後半期一括・後半期分 

授業料免除申請について（夜間主コース用） 

免除対象者（次のいずれかに該当する方） 

申請書類は岡山大学ＨＰからダウンロードしてください 

免除申請の日程について 

【次ページに続く】 

http://www.okayama-u.ac.jp/tp/life/seikatu_a1.html


１. 授業料免除は半期（前半期・後半期）ごとに申請する必要がありますが，一定の条件を満たしている場合のみ

前後半期一括申請を認めます。 

２. 前後半期一括申請中の方は申請要領を確認のうえ，必要な手続きを行ってください。 

なお，前半期分の申請結果が不許可の場合は，前後半期一括申請の対象となりません。 

３. 必ず全ての書類をコピーして保管しておいてください。 

４. 申請書類に不備・不足のあるものは原則として受付の対象となりません。 

不備・不足により書類の再提出を求めることがありますので，余裕を持って申請してください。 

５. 受付期限を過ぎた場合は，いかなる理由があっても受付しません。 

６. 受付期限にやむを得ず提出できない特別な理由がある場合は，受付期限最終日の１６：３０までに必ず法・経

済学部教務担当（０８６－２５１－７３７１）へ連絡してください。 

２０２１年７月 法・経済学部教務担当 

注 意 事 項 


